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タイ国における ｢郡長｣の政治機能

- ≪ ラーチ ャカー ン参の政治的本質 との関連で

矢 野 暢*

ThePoliticalFunction ofDistrictOfficersin Thailand

ToruYANO*

Thisarticleaimsatclarifyingoneaspectofthe

politicalsystem ofThailandbvbringlngintorelief

the politicalfunction played by districto抗cers

(naai amphaa).
Morethan丘vehundreddistricto艮cersarenow

engagedinadministrativedutiesalloverThailand.

Theirprl-乱ryfunctionistoworkas"pointsof

contactHbetweenthegovernmentandthepeople･

Theyareappointedgovernmento氏Cialswhokeep
in directcontactwithelectedHkamnansHatthe

は じ め に

本篇 は,タイ国の政治体系の特質を明 らか

にするために,中央権力と被治者大衆 とを結

ぶ地方行政の重要性に着 目し,なかんず く公

権力階梯の末端部分を担当する ｢郡長 (naai

amphaa)｣の行政機能の秘める政治性を分析

することを目的 とする｡本研究 は,従来,筆者

が行なってきた,南タイ農村部における政治

社会学的調査,および,｢革命団布告｣の研究

を中心 とするタイ国の政治権力の作動パター

ンの研究 とをつな ぐ中間項的研究である｡1)

本篇では,聴 き取 り調査を軸 として, 3次
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lowestoftheadministrativeechelonsofThailand.

There aretwomainthemeswbiclltheauthor

triestoanalyzeinthisarticle･ Oneisthebalanceto

bekeptbetweentheHoutput"andthe"input"of

theThaipoliticalsystem bydistrictofhcerswhen

theyfunctiono氏ciallyas"pointsofcontact"between

thegovernmentandthepeople･ Theotheristhe

politicalnatureoftheso-called"raatchakaan"which

permeatestheThaibureaucracy.

に及んでタイ国で行なった地方行政に関する

現地調査で得 られた資料, とくに内務省地方

行政局,および ｢郡長学校 (roongrian naai-

amphaa)｣で得 られた各種資料を用いる｡2)

Ⅰ ≪ラーチャカーン≫機能

いうまで もな く,あ らゆる政治体系(apolit-
イ ン プ ツ ト

icalsystem)は,投入機能(基本的な要素は,
丁ウ トプツ ト

政治的要求 と体制支持の変数)と産出機能(基

本的な要素 は,政策 と制裁である) とで特徴

づけ られる｡3)ただ,問題 は,投入および産

出それぞれの質的吟味 と,投入 と産出との連

結関係の量的 ･質的効率性であって,政治体

系についての研究は, この二つの問題につい

ての実証的な検討の段階に進 む べ きで あ ろ
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う｡ そのばあいの基本的な枠組みは,政策決

定過程 と被治者大衆,およびその双方を結 び

つけるもの と しての官僚機構,政党制, その

他の政治的集団活動, とい う三つの局面 の相

互連関関係でなければな らないことはい うま

で もない｡

ここで は, タイ国をひ とつのテス トケース

と して取 り上げて議論 を進 めてみたい｡

タイ国の政治体系論的モデルを構築 してみ

せた研究者 に,ニボ ン ･サ シ トー ン(Niphon

Sasithoon)がいる [10:18】｡ かれの構 図は図

1の通 りであるが, さ しあた って, この構図

を手掛 りに議論を進 めよう｡ ニボ ン氏の政治

体系 イメージの特徴 は, ある程度民主主義制

度 の運用の妥当性 を意識 して, 内閣,国会,

政党制などを政治的意思表明や要求 のチ ャネ

1)これまで筆者が執筆した論文で は以下 の もの

が,タイ国の政治体系に関する分析を目的に執
筆されたものである｡

矢野 陽.1975･｢『稲作国家』の政治構造｣『タ

イ国- ひとつの稲作社会』石井米雄 (編),

112-161ページ所収.東京 :創文社.

･1971･｢タイ国の政治指導の特性-

サ リット 『革命団布告』を主題に一- ｣ 『アジ

ア経済』12(7):17-32.

･1975･｢タイにおける 『革命田布告』

の政治機能- 73年 『10月政変』の背景につい

ての一考察- ｣『東南アジア研究』12(4):
419-435.

･1967･｢南タイの土地所有一一タイ･

イスラム村落におけるケ-ス･スタディ- ｣
『東南アジア研究』 4 (5):804-833.

.1970. ｢南タイにおける通婚圏の形

成｣『東南アジア研究』 7 (4):462-491.

.1970･ ｢南タイ農村民の村外居住体

験について- タイ ･イスラム村落におけるケ

ース ･スタディ- ｣『東南アジア研究』 8(2)
:138-170.

.1971.｢南タイ農村の経済生活-

タイ ･イスラム村落での実態調査--｣ 『東南

アジア研究.D8 (4)･'422-488.

.1974. ｢南タイ農村の発展史的把握

(1)- 派生村形成の社会過程- -｣ 『東南ア

ジア研究』12(1):49-65.

ル としてお もて に出 しているところにある｡

これはこれで, あなが ちまちが った枠組みで

はない｡

図 1 ニボン･サシト-ン氏によるタイの政治

体系の概念図

2)タイ国の地方行政についての現地調査を行なっ

た時期は,以下の通 りである｡

第 1次調査 1965年 3月 8日.-4月21日

第 2次調査 1971年 8月16日～ 9月10日

第 3次調査 1977年11月28日～1978年 1月
7日

第 1次調査 (調査地 :内務省,中部タイ,北部

タイ,南部タイ)に際しては,京都大学法学部

の福島徳寿郎教授,清永敬次助教授 (当時)の

タイ国行政に関する調査に同行 させていただ
き,いろいろご指導をいただくことができた｡

第 2次調査 (調査地 :内務省,南部タイ,郡長

学校)では,チュラーロンコーン大学のプラス

ー ト･ヤムクリンフン教授に諸般のご協力をい

ただくことができた｡

第 3次調査 (調査地 :内務省,中部タイ,郡長

学校)では,タマサー ト大学のリキット･ティ

ラウェ-キン講師,タイ国内務省地方行政局の

行政学校担当主任のチット･ニンラバーニット
氏に諸般のど協力をいただくことができた｡

あわせて,心底からの謝意を表しておきたい｡

3)政治体系論の理論的系譜については,山川雄巳.

1968. 『政治体系理論 Ⅰ』有信望参照｡ ｢投入

機能｣ ｢産出機能｣などの概念 につ いて は,

Ea･ston,David･1957.An Approach to the

AnalysisofPoliticalSystems. War/dPolitics

9(3):383-403; Almond,GabrielA･; and

Coleman,JamesS.1960. ThePohltic∫ofthe

DcyeZopingArca∫などが参考になる｡

207



東南アジア研究 18巻 2号

しかし,そういう民主主義的な装置が常時

作動 したわけではないタイ国の現代政治史の

実情にかんがみて,そういう装置をさしあた

って除去 してもっとも単純化 したかたちでタ

イの政治体系の概念図を描いてみると,図 2

図2 タイの政治体系の概念略図

の通 りとなる｡ この図において, 《ラタバー

ン(ratthabaan)》は政府を意味 し, 《プラチ

ャーチョン (prachaachon)》は被治者大衆を

意味する｡問題は 《ラーチャカーン(raatcha-

kaan)≫ である｡ ここでの議論の文脈に即 し

て考えてみて, 《ラーチャカーン》は,純理

論的にいえば,投入と産出との両方の役割を

果たすべきある種の媒体的機能であるという

ことになる｡ しか し,タイ国の政治構造の実

状に即 して考えてみたとき, 《ラーチャカー

ン≫ は,そのような中立的な,つまり,それ

が連結する二つの階層の双方にとって平等に

意味をもつ,まさに中間的媒体 として捉える●●●

ことができるのかどうか,そこが問題になっ

て くる｡

《ラーチャカーン》の語義は,ふつう ｢国

家 もしくは国王に関する仕事｣ と解 され る

[15:770]｡伝統的には ｢国王の仕事｣という

意味に用いられてきた｡すなわち, 《ラーチ

ャカーン》を,本来,政府および被治者大衆

の双方にとって平等に機能的意味のある事柄

として捉えることはできないのである｡ 《ラ
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-チャカーン》 は,タイの政治史においては

まさに ｢官憲｣であり,被治者大衆に一方的

に迫って くる ｢公権力｣として位置づけられ

てきた｡その意味で,《ラーチャカーン≫ は,

基本的には,権力的意思の政治的-行政的表

現そのものであり,権力の波動性の波そのも

のなのである｡ 表現をかえると,政府権力の

政策執行,ないし被治者大衆にたいする一方
丁ウ トプツ ト

的な制裁を内包 した,政治的産出機能以外の

なにものでもないのである｡

《ラーチャカーン》概念をこのように意味

論的に把握 したばあい,ここでの課題は, こ

の 《ラーチャカーン》機能が現代においても

依然としてそのような一方的性格をたわめら

れずにそれとして続いているのかどうか,ま

た, 《ラーチャカーン≫機能は,現代のタイ

の行政機構との対応において,具体的にどう

展開されているのか,という ことに しぼ ら

れて くる｡ そして, とくに, 農村部-地方

(huamaang)を広 くかかえた タ イ 国 の ば あ

い, 《ラーチャカーン》機能との関係で,地

方行政の実情が問われなければな らない｡

現在のタイ国の地方行政は,"suanthoong-

tbin" ("theetsabaan," "sukhaaphibaan,"

Hkrungtheep-mahaanakhoon" などをふ く

む) と "suan phuumiphaak" ("cangwat

｢県｣,""amphaa｢郡｣,""tambon｢行政村｣,"

"munbaan｢(自然)村｣"の四つのレベルよ

りなる) とにわけられる (仏暦2515年 ｢革命

団布告｣第 218号の第 2部および第 3部参照

のこと)｡ 本来的, 伝統的な意味での地方行

政 (kaan-pokkhr〇〇ngthoonthii)は, この二

つのうちの後者, すなわち "suanphuumi-

phaak"のことと考えてよい｡4)

もっとも,基本的には各省庁よりなる中央

行政 (raatchakaanborihaansuanklaang)と

地方行政とを峻然 とわけることは妥当ではな

い｡なぜなら,県のレベルおよび郡の レベル

に,中央諸官庁の出先機関が降 りて きて お
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り, 県庁であれ, 郡役所であれ, その構成

は,中央諸官庁か らの出先の集合体に等 しい

か らである｡5)地方行政の四つの レベル, す

なわち ｢県｣｢君餌 ｢行政村｣｢(自然)村｣の

うち, ここでいう 《ラーチャカーン》機能を

担当するのは, ｢郡｣の レベルの官憲までで

あり,｢行政村｣以下は,いわば 《ラーチャカ

ーン》機能の対象層 となる｡その意味で,《ラ

ーチャカーン》機能を,被治者大衆- その

圧倒的多数は農村在住の農民であるが- と

の日常的接触のなかで担当するのは, ｢君BJ

のレベルを司る ｢郡長 (naaiamphaa)｣なの

である｡

1974年段階で,タイ国全土で,570の郡を

数えた｡6) 各郡に 1名の郡長 が置かれるわけ

だか ら, 570名 の郡長がこの段階でいた計算

になる｡ ｢仏暦2457年地方行政法｣の第92条

には,郡長を中核 とする郡役所の機能が規定

されているが,その第 1項は次の通 りとなっ

ている｡7)

｢郡役所は,政府の耳であり,眼である｡

人民の福祉安寧,および,管轄地内で発生す

るできごとには,絶えず目配 りしなければな

4)タイの伝統的な行政機構の変遷を概括したもの
としては phrayaa Mahaa-amnaatyaathibodii

(Secng Wirayasiri). Kaa7t-2okk/Zrnng jaai

2072Zar左anr差益 mahaatthai(1962年の nansGG

ceek);Amoon Raksaasat,ed.1965. Kaan-

borzlhaanraatchahaannat∫uanpAuumzjbhaah;

SomphonKaseemsin･1975･Kaan-2obhhrノブng

hhoongthai･29-57(第2版);CakrakritNara-

nitiphadungkaan.1963.SomdetPkracaoborom-

wongthaakrom Damrong RaachanuphaaP kaJb

kra∫uangmahaattaiなど.

5)タイ国の現在の中央行政および地方行政の概観
のためには, Sathaaban-I)andit pattana-bori･

hansaat.1969.Kaan-cat∫uanraatchakaan2512,
あるいは ChuusakThiangtrongl1974.Kaa7 t -

bon'haan haan･pohhhr.nng thoongzhl'n hhoong

thaiなどが有益である｡

6)特殊な性格の ｢郡｣として"king-amph∂a"があ
るが,ここでは,さしあたって無視してもいい｡

7)本第でのタイ国の法律文の引用は, いずれも
Niitiwcet版を用いる｡

らない｡政府が人民の福祉安寧および 《ラー

チャカーン》の利益のために知 ってお くべき

事柄は,郡役所の主たる任務 とみなされ,真

実のところを政府にたいして報告すべきもの

とする｣｡

法律の文章 としてはいささか文学的表現に

堕 し過ぎてはいるものの,郡長の行政機能の

本質がここにみごとに表現されている｡いず

れにして も, 《ラーチャカーン》の末端で機

能する郡長の役割は,タイ国の政治体系のな

かで も,格別重要なものと考え られな くては

な らない｡総体 としての 《ラーチャカーン》

の意を休 して,それ自体 《ラーチャカーン》

の一部である郡長がどのようにして被治者大

衆に接するかが,タイの政治体系のもっとも

決定的なポイントであると考え られる｡

Ⅲ 郡長の行政機能

｢郡長 (naaiamphaa)｣がタイの行政法上

明文的に制度化 されたのは,ふつ う ｢ラタナ

コ-シン暦116年地方行政法｣(仏暦2440年,

西暦1897年)において初めてとされている｡

しか し,その前後に発せ られた地方行政に関

する規則,｢ラタナコ-シン暦115年地方行政

規則｣ および ｢ラタナコ-シン暦117年地方

行政規則｣, とくに後者, などをあわせて考

えてお く必要がある [1:369-372]｡いずれに

して も,いわゆる ｢チャクリ改革｣の頂点を

なす1892年に始まるラーマ五世の行政改革の

重要な一面は,地方行政の改革であったわけ

であり,その地方行政改革の最大の成果が,

その ｢ラタナコ-シン暦 116年地方行政法｣

であったことは改めていうまでもないことで

ある｡ただ,1892年以降な し崩 し的に行われ

た地方行政改革の特徴 [ZbZld.:371;12:69-

84]は,まず ｢(自然)村｣,｢行政村｣,次い

で ｢郡｣の レベルと,下か ら上-と各 レベル

で行政区画を 明確に したあと, ｢郡｣ と ｢県
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(当時は,まだ "cangwat"でな く"mnang"

であった)｣ との関係を そのあとで 明確に し

た点にみ られる｡8)

いずれにしても,注 目すべき事実は,｢県｣

｢君田｢行政村｣｢(自然)村｣の 4行政単位の関

係,および ｢県知事｣｢郡長｣｢カムナン(kam-

nan)｣ ｢プ-ヤイバーン rphuu-yai-baan)｣

の四者の関係は,いわばことの当初か ら共棲●●

性を運命的に定められたということである｡

すなわち,その四つの レベルは,タイの地方

行政のカルチャーでは,長い時間の経過を経

てはば自然法的な規範性を培っていまに至っ

ているのである｡ ｢郡長｣も, ｢県知事｣と

｢カムナン｣とを結ぶものとして, ｢チャク

リ改革｣の当時にそれなりの先天的位置づけ●●●

ないし意味づけを受けているのである｡ この

事実はすこぶる重要であるといえよう｡

ところで,1892年以降に確立されたこのよ

うな地方行政は,どのような政治哲学に貫か

れたのであろうか｡むろん､絶対王制の段階

である以上,それなりの 《ラ-チャカーン》

観念が事態を主導 したことはいうまでもない

ことである｡ これについては多 くの議論があ

ろうが,さしあたって,ダムロン･ラーチャー

ヌパープ (Somdetkrom-phrayaaDamrong

Raachanuphaap)が,1902年 (ラタナコ-シ

ン暦 121年)に執筆 した ｢行政機構に役職を

得た地方行政官のための助言｣という文章が

あり,それが貴重な手掛 りを与 えて くれ る

[16]｡ これによると,地方行政官の心得とし

ては,(1)正直 (khwaam-sntltrong) (2)勉励

努力 (khwaam-wutsaaha)(3)恩情 (khwaam-

aarii)の 3条件が必要であるとされる｡そし

て,(1)正直は, 《ラーチャカーン》にたいす

る正直,職務にたいする正直,役職にたいす

る正直の 3項目を意味 し,9) (2)勉励努力は,

8) ｢県｣と｢郡｣との関係は,｢ラタナコーシン暦
117年地方行政規則｣第1項で規定されている｡
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これまた,知識習得,職務遂行,および仕事

の上での注意力のそれぞれについていえると

な している｡(3)恩情は,目上の者にたいする

もの,同格の者にたいするもの,下級の者に

たいするものの 3項目にわかれるという｡

このダムロン親王のいう ｢地方行政官のた

めの助言｣の内容を貫 くものは,明白に,絶

対王制的な秩序護持を旨とする 《ラーチャカ

ーン≫の論理である｡ したがって,ダムロン

親王が同じ文章で結論部分で列挙 しているよ
タプ-

うな,実に多 くの禁忌に伴われるエ トスの体

系として行政機構を内面か ら支えることにな

るのであった｡要は,タイ国の行政機構は,

近代化のごく当初から特殊タイ的な 《ラーチ

ャカーン≫のエ トスで裏打ちされた強固なも

のとして構造化されたということである｡郡

長のことを考えるとき, このような歴史的背

景をあわせ考えてみることは,す こぶる意味

のあることなのである｡

ところで,郡長の行政機能を定めた現在の

法的根拠は,基本的には ｢仏暦2499年国家運

営管理法 (第 4号)｣,タノーム ･キティカチ

ョ-ンが発 した ｢革命団布告｣第 218号 (こ

れは国家行政管理に関する規則を定めたもの

であって､とくに第 2部第 2葦 ｢郡｣の個所

が関連 した内容になっている), および ｢仏

暦2457年地方行政法｣ (以下 ｢地方行政法｣

という｡ 第 5章が ｢郡行政｣に関する事柄を

定めている｡ なお,仏暦2486年に同法第 2号

が出たのをはじめ,仏暦2510年の第 4号まで

重要な増補改正が重ね られている)の三つで

ある｡ とくに後二者が重要である｡ ｢革命団

布告｣第218号と ｢仏暦 2457年地方行政法｣
とのあいだには多少 とも内容の重複および法

理念のズ レがみられるが,相互の関係を確認

9)ダムロン親王は,この ｢正直｣について,これ
が特殊タイ的エトスであって,諸外国の行政官
のエトスには例をみない性質のものであると書
いている｡
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すると,｢革命団布告｣同号第63項の規定が,

｢本革命団布告に規定のあるばあいのはか,

郡行政に関する事柄 は,地方行政法に従 うも

のとする｣ となっていることか ら判断 して,

｢革命団布告｣のほうが法的効果上の優先性

をもっているということになる｡

｢革命団布告｣同号第60項は,郡長の権限

義務について,およそ次のように定めている

[9:599]｡

(1) 法律および政府の規則 ･計画に従い,

公務を執 り行 う｡

(2) 内閣,各省庁,各局が訓令するか, も

しくは内閣総理大臣が革命団党首の資格

で命ずることに従 って, 公 務 を執 り行

う ｡

(3) 県知事の助言指令に従 って,公務を執

り行 う｡

(4) 法律 に従 って,郡内部の地方行政に関

す る事柄を監理する｡

この第60項の規定の態様 は,｢地方行政法｣に

おける郡行政に関する規定 と微妙な相異点を

もっており,少な くとも,｢郡長｣の独自の権

限義務を規定 した点 (｢地方行政法｣は,条文

の主語は常に ｢郡役所 (krom-kaanamphaa)｣

である), および, この四つの権限義務の内

容が暗示するように,郡役所ない し郡長の任

務 と中央 との直結 した関係が強調されている●●

点, の 2点において, 顕著な相異 がみ られ

る｡ この変化は,あとにも述べるように,郡

長の機能が行政的であると同時に,その本質

においてかなり政治的なもので もありうるこ

とを示す ものである｡

｢地方行政法｣第66条 は,ひとつの郡にひ

とつ郡役所 を置き, それを郡長 1名, 若干

名の副郡長 (palatamphaa),お よび主 計 官

(samuhabanchii-a-phaa)より構成 させるこ

とを規定 している｡ しか し, ｢革命団布告｣

第 218号第61項 は,郡役所の機能を二つに明

示的にわけ,

(1) 郡本来の行政機能｡ これにたい しては

郡長が全面的に責任を負 う｡

(2) 中央諸官庁か ら郡 レベルに派遣 される

出先機関で郡役所で機能するもの｡ これ

にたい しては,郡長は直接に責任は負わ

ない｡

と定めて いる｡ その(1)の郡本来の行政機能

も,二つの局面をもち,内務省本来の行政任務

という面 と,その他地域的問題であって,主

管官庁がはっきりしない事項 とがありうる｡

郡役所の機構 は, ｢郡役所の任務分掌に関

する仏暦 2513年 5月28日付 内務省通達 0303/

227｣ によれば, 基本的には, 七つの課にわ

かれることになる｡

1 行政課

2 法務課

3 文書課

4 福祉 (職業機会促進)課

5 登録課

6 身分証明書課

7 治安課

しか しなが ら, このたて前の もとで,郡役

所の現実的機能は,郡の特質に応 じて このよ

うな枠に しぼ られることな く多様でありうる

わけであり,現実には,各地の郡役所 は,そ

れぞれ独 自の任務分担を制度化 しているので

ある [11:1251｡ ふつ う10以上の省庁が郡役

所に出先をもつわけで,中央官庁の利害がこ

こに反映することはいうまでもないことであ

る｡

ある学者は,郡の一般的分掌のパターンを

(1)教育 (2)衛生 (3)土地 (4)協同組合 (5)畜

産 (6)森林 (7)歳入 その他 と捉えてみせて

いる [Zh'd･:126]｡ しか し,筆者が調査 した

パ トゥムクーニー県のアンバー ･ムアン郡の

ばあい,面接 した郡長は,郡の機能を,(1)職

業機会促進 (2)人 口登録 (3)歳入 (徴税)

(4)衛生管理 (5)水産 (6)土地 (7)軍事(徴兵)

(8)地域開発 (9)農業 (10)専売 (酒,たばこ,
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マ ッチなど)の10にわけてみせた｡郡役所内

部の分掌関係は,一概には定まらないのであ

る｡

要するに,郡長の任務の内容は多面的な分

野をカバーし,それなりに墳末であり,そし

てけっして固定的ではありえない｡行政の季

み込む新 しい種類の問題は,どこよりも先に

郡役所の レベルでまず発生 し,そして,政治

過程にとり込まれるはずである｡ しか し,そ

れが中央の政策決定過程への新 しい投入 とし

てフィール ドバ ックされるよりは,む しろ郡

長の権限によって柔軟に解決処理 され,中央

-の投入の素材 となりきれないで終る公算が

高い｡タイの伝統的な 《ラーチャカーン》機

能の上意下達的な特徴は,現在の郡長の機能

を分析 してみても, さほどかわっていないと

いうことがわかる｡

Ⅲ 郡長の資質条件

ところで, このような重要な 《ラーチャカ

ーン》機能を担 う郡長には,どのような資質

条件が望まれているのであろうか｡そこをも

う少 し掘り下げて考えてみることにしよう｡

そのためには,ひとつの手掛 りとして,内務

省の ｢郡長学校 (roongrian naai-amphaa)｣

で教えられる教科内容 (raai-Chaawichaa)杏

検討 してみると参考になる｡

郡長学校 は,郡長になる直前の行政官にた

写真 1 郡長学校の建物
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いして,郡長であるにふさわ しい訓練をほど

こす機関として,1964年に開校 したものであ

る (正式には,1963年 7月30日の閣議決定で

設置が決められている)｡ 所在地は, パ トゥ

ムクーニー県タンブ 1)-郡のランシット区で

あり,現在の校舎 (写真 1) は1965年 8月 8

日に竣工 したものである [13:19]｡

郡長学校は,内務省行政局が主管局であり,

内務省が現在行なっている各種行政官訓練学

校の一環 として設けられたものである｡郡長

学校は, 郡長候補者にたいして pre-Service

訓練の機会を与えるところであって,学生は

主 として, 2等級の内務省行政官 (おおむね

現在, 副郡長と して在勤中の もの)の なか

か ら, 資質 (utthi),年齢 (aayu-tua),在職

年限 (aayu-raatchakaan),年長度 (aausoo

na主thaangraatchakaan),日頃の行状 (pra-

phrat)などを審査規準として人選が行われ,

あわせて,過去本人の上司であった 3人の人

間の推薦があったばあい,入学資格が満たさ

れることになる｡学習期間は,約 8カ月であ

る｡

1964/65年度が第 1期で, この年は39名が

卒業,その後,毎年40-50名の卒業生を出し

て現在に至っている｡10)

この郡長学校の教科内容が重要な意味をも

つ｡試みに,1974年度第11期生のためのカ リ

キュラムをみると,基本的には八つの柱があ

ることがわかる [6:18-28]｡

第 1は,職務処理 (kaan-borihaan)に関す

る学習で,それがさらに,(1)調査および報告

(2)職務の原理 (3)人事 (4)財務 (5)職場福祉

(6)洞察力 (7)目標と結果に従 っての職務遂行

(8)計画と執行過程の管理 (9)職務の改善 (10)

10)Kromkaan-pokkhroong,KrasuangMahaathai･

Khaaw∫aanroo71griannaai-amPha,Piithii10,
chabapthiill:9ト1218に,第1期生から第
10期生までの卒業生全員の氏名とその後の配属
一覧が得られる｡
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訓練と会議のやり方 (ll)指揮命令 と11の学

習項目にわかれている｡

第 2は,経済 と社会の発展 (phattanaa)に

関する学習で, これが (l)経済 と社会の発展

に関する基礎理論 (2)タイ国社会における経

済社会の諸問題 (3)農村開発 (4)国家 と地方

の所得水準の向上に関する理論 (5)経済と社

会の発展のための計画 (6)地域開発政策と計

画立案 とわけられる｡

第 3は, 行政 (kaan-pokkhr〇〇mg)に関す

る学習で, これが (1)政治と行政 (2)特殊な

性格の地方行政 (3)地方行政 と三つにわけ

られる｡

第 4は,地方行政面の職権についての学習

であって, これが (1)郡長の権 限 と して の

登録事務 (2)選挙管理 (3)身分 証 明書 (bat

pracam tua)の禿行 (4)教育 (5)地方行政

(6)郡長の担当する財務事務 (7)官吏の能力の

促進 の 7項目にわけられる｡

第 5は,他の省庁の業務に関する学習で,

ある意味では,郡長訓練のひとつの眼目であ

るともいえる｡ ここは,郡役所に出先をもつ

各省庁,あるいは,郡長が職務遂行上接触を

もちうる省庁についての基礎的な学習がなさ

れうるようになっていて,21の学習項目にわ

かれている｡

第 6は,治安安寧維持に関する学習で, こ

れが,(1)刑事問題の審理 (2)検証の方法確認

(3)法学 (4)民事調停 (5)郡業務遂行上の問題

の是正 (6)共産主義的犯罪-の対処 (7)国家

安寧の維持 (8)国境地帯の郡長の任務 (9)国

土防衛のための自発性 (10)民間防衛 と10項

目にわかれ, この柱 もことのほか重視 されて

いる｡

第 7は,特殊知識 と題 された学習項目であ

って,中身が興味深い｡(1)射撃訓練 (2)ボー

イスカウ ト (3)教育効果 (4)英会話 となっ

ている｡

第 8は,行政倫理向上についての学習で,

(1)行政官の倫理 (2)人間関係論 (3)社会の習

俗儀礼 (4)会議集会での演説の技術｡

これ以外に特殊講義があるが,以上の八つ

の柱が郡長学校の教科内容のほとんどすべて

であることはいうまでもないことである｡た

だ,教室での授業以外に,見学や実地研修な

ど,教室を離れての学習機会 も用意されてい

る｡ある年度の例をみると,国会見学,森林

局,土地届,保健局,税務局の見学,バーン

クワ-ン刑務所見学,サムットプラカーン県

での現地学習,北部タイ諸県での現地学習な

どが組まれている｡

指導教官は,専属教官が講義 に あた る ほ

か,内務省本省および諸他の官庁の役人およ

び クマサー ト大学, チュラー ロンコーン大

学,国家発展行政研究所 (NIDA)の学者 ら

が非常勤講師に招かれる｡

問題は,以上のような教科内容のなかのど

の側面が重視 されるのかで あるが, 1969/70

年度の例で確認すると,時間配分が多 くなさ

れている学習項目を上位か ら10項目あげてみ

たとき,おもしろい比重のつけ方が浮かび上

がって くる [8:45]｡

1 英会話 60時間

2 人間関係論 24時間

3 会議集会での演説の技術 24時間

4 職務処理 22時間

5 訓練 ･会議を行 う技術 20時間

6 行政学 16時間

7 行政官の倫理 16時間

8 刑事事件における検証方法 16時間

9 法学 14時間

10 民事調停 12時間

このような学習時問の配分か ら浮かび上がっ

て くる傾向をみると,郡長に期待 されている

事柄が, まず 第 1に, ある種の コミュニケ

ーションであること,第 2に,国家行政のよ

き支えとして体制維持のために職務遂行する

こと,であるということがはっきりする｡人
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写真 2 郡長学校での射撃訓練の光景

間関係論 (manutsaya-samphan)や演説技術,

会議技術 などが異常に重視 されて いる点,

刑事事件における検証方法が重視されている

点がそのことをはっきりと裏書きするのであ

る｡

この点,さらに注目すべきことは,射撃練

習に相当な時間が割かれていることであって

(写真 2参照), 時にはジープに乗り, ピス

トルを手に反体制派分子を追跡するた くまし

い郡長像が浮かび上がって くる｡中部タイ地

方のある県のある郡長を描いた研究論文のな

かに登場する ｢ブロームサク郡長｣は,まさ

にその イメージにぴったりの人物である [4:

178]｡年齢は46才, いまの任地に着任 してか

ら9年間,むつか しい郡行政を担当してきて

いる｡年齢といい,一定地域への在任期間の

長さといい,かなり異例だが, これも本人の

特殊な能力に基づ くものであろう｡ブローム

サク郡長は ｢酒を飲むこと,射撃,そして親●●

しい友人 とつきあうことが大好き｣という人

物 として描かれている｡ かれの任地である町

は ｢や くざの多い町 (maangnak-1eeng)｣と

してつとに有名であり,刑事事件が頻発する

地域である｡ したがって,ブロームサク郡長

も, しば しば部下や警察官を従えて,悪漢を

追跡するのである｡

以上のような事柄を総合的に分析 してみる

と,郡長の職務に期待されている事柄がはっ
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きりする｡それは,まず,政府の意図の明確

な把握であり,その上で,政府政策の効果的

な執行のために行政官 としてなにをなすべき

かを適確にわきまえ,あわせて,一般民衆と

のコミュニケーション能力を備えることであ

る｡ 同時に,タイの国体に照 らして,公的な●●

｢悪｣を絶えず意識 し,それを摘発 し,それ

と身をもって闘 うことである｡

郡長のレベルでは,それ以上の レベルの行

政官 (nak-pokkhr〇〇ngradapsuung･略 し

て,moo.POO.SOO.という)に要求されるよ

うな世界情勢の把握,政治経済の一般原理の

学習などは要求 されない [14:34]｡郡長は,

とりもなおさず,政府政策の忠実な執行者で

あり,一般大衆と恩情的に接 し,社会的,政

治的摩擦を極少化すべき役目をもつ権力の窓

口なのである｡

Ⅳ 郡長の社会的基盤

次に,タイ国の郡長がどのような社会的基

盤か ら補充されるのかを検討 しておきたい｡

さしあたっての手掛 りとして,まず,郡長

を永年つとめたふたりの具体的な人物を取 り

上げて,その経歴をみてみることにしよう｡

ひとつは,最近 『行政官の生涯三十二年』

という本を著わ したチャムノン･テーパハサ

ディン･ナ ･アユタヤーの例である[5]｡チャ

ムノンは,バ ンコクの生まれ,1939年にチュラ

ーロンコーン大学の文学部を卒業 したが,当

時は官界の有力者のコネがなければ政府に職

を得 られない時代で, コネのなかったかれは

学校教師になるo貧 しい家で,月給110バーツ

のうち,40バーツを母親の生活費に渡 したと

いう｡ やがて友人で地方の郡長になる希望を

もっている男との対話を通 じて地方行政官に

なることに関心をもつようになる｡チャムノ

ンの記録によると,当時,官吏というものは四

つのことをすると一般に信 じられており,そ
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の四つとは,｢足をなめること(liatiin)｣,｢硬い

品物(sinkheeng)｣,｢赤い卵(khaidEeng)｣,｢学
問が しっかりしていること (krEEngWichaa)｣

であるということであった｡チャムノ ンは,

この四つの うち,最初のことは意味がわかっ

たが,残 る三つは意味がわか らず,ある年配

の有力者に,その三つがそれぞれ,上司への

つけ届け,めかけ,そ してある種の知識に従

って行動すること,を意味す ると教え られる

[)bid.:5]｡

チャムノンは,その有力者に副 郡長の職の

斡旋を依頼する｡やがて,内務省の下級官吏

の職を与え られ,い くつかの部署をまわ らさ

れたあと,1944年に,やっと待望の副郡長の

ポス トを得 る｡最初の任地 は,サラブ リー県

ノー ンケ-郡の郡役所であった｡ こうして,

地方行政官の経歴を始めたチャムノ ンは,副

郡長を 1個所つとめたあと,郡長になり,10

個所で郡長をつとめ,その後県知事を三つの

県でつとめて,1975年引退 したのである｡ こ

のチャムノ ンの経歴 は,郡長のひとつの典型

的なパターン,つまり,副郡長,郡長,県知

事のコースを歩む大学卒のパターンを示 して

いるとみることができる｡

もうひとつの例 は,最近の 『郡長学校紀要

(hhaazeJ∫aanrOOngr2'annaaZ'-amPha)｡侶こイ

ンタビュー記事が掲載 されたチ ョ-イ ･ケ-

ウナ-ボーンのばあいである [7:52-68]｡チ

ョ-イは,南部タイのチュンポーン県の農家

に生まれ,寺小屋で 5年学んだあと､教師に

上の学校 に進むよう勧め られ, さらに中等教

育 (マタ ヨム)の 6年間を学ぶ｡そのあと,

1939年,チュンポーン県庁の下級官吏に採用

される｡ 初任給20バ ーツ｡ 2年後に副郡長に

なるための資格試験があることを知 り,受験

して合格,空席がないので 2年 待 機 した あ

と,副郡長になる｡その後, ソンクラー県サ

ダオ郡の副郡長をつとめたりしたあと,ヤ ラ

ー県で郡長をつとめる｡ ある段階で県副知事

-の昇進の話が出るが,県行政の知識がない

か らという理由で,本人が断わっている｡大

学を出ていないためか,県知事になる機会 は

なかった｡1977年に定年退官するまで,郡長

一筋の一生を送る｡ このチ ョ-イの経歴 も,

書記(s礼mian),副郡長そ して郡長, という典

型的なパターンを示 している｡

ちなみに, このチ ョ-イのイ ンタビュー記

事か ら浮かび上がる郡長像 は印象 的 で あっ

て,い くつかの刑事事件での犯 人 逮 捕 の 追

忠,そ して自分の信念ない し職務上の哲学を

語 る個所などに, 郡長の理念型的 な ｢自画

像｣ がよ く描けているともいえる｡ 自分 を

｢努力｣, ｢勤勉｣, ｢正直｣,そ して ｢民衆の

中にはいり込む｣などの表現で措いてみせて

いるのは興味深い｡

郡長の具体的なイメージをかきたてるため

に, とりあえずふた りの郡長体験者の例をみ

てみたが, ここで,郡長の社会的基盤につい

て もう少 し一般的に検討 してみることに した

い｡筆者が1965年に行なった調査,ll)すなわ

ち当時の現職の郡長全員 (503名) について,

社会的基盤 (出身池,家庭背景,学歴,職歴

など) についての調査結果か ら,い くつかの

傾向を掘 り起 こしてみることに したい｡

(1) 出身池

表 1に示 されるように,郡長の出身地 は中

部諸県が相対的に多いが,にもかかわ らずバ

蓑1 タイ国郡長の出身地

･級 官 f2級 可

北部16県

東北部15県

中部26県

南部14県

プラナコーン県

6

0

2

2

1

7

9

0

8

5

2

計 ≠(不明 至6i)F(不明 …3;),(不明 250も

ll)本データは,タイ国内務省地方行政局で得られ
たものである｡
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ンコク (プラナコーン県)がきわだって多い

わけではない｡そ して,各地方にお しなべて

分散 していることがわかる｡ 中部諸県では,

1級官のばあい,アユタヤ一, トンブ リー,

ラー ツブ リ-,ナコーンパ トム,サム ットプ

ラ-カーンの諸県が多 く, 2級官では, トン

ブ リー, アユタヤ-,チャイナ- ト,チャチ

ューンサオ,ナコーンパ トムの順に多い｡

(2) 父親の職業

表 2が示すように,出身家庭の職業構成 は

予想堺上に多彩である｡ すなわち,父親が現

敬,退官後を問わず官吏である例 は少な くは

ない｡む しろ,商業 (khaakhaai)が相当な比

率を示す ことのほうが印象的である｡ あわせ

て,農業を営む家庭か ら出たものも少な くな

い｡けっきょく,タイの地方行政官には世襲

狗,あるいは父親 と同 じコースを子供が辿る

という傾向はみ られないのであって,ある種

の開かれた社会的流動性のダイナ ミズムに従

って,郡長が生産 されていることがわかる｡

表 2 タイ国郡長の父親の職業

1 級 官

商 業 101名

官 吏 53

水田耕作 42

恩給受債者 22

畑作農業 17

農 業 8

弁護士 6

精霊祈頑師 2

無職または不明 25

計 276

2 級 官

商 業 84名

水田耕作 62

官 吏 32

恩給受儀者 22

畑作農業 15

農 業 11

弁護士 2

自営業 2

無職または不明 18

計 248

上記には以下のような兼職者がふくまれる

<兼職者>

水田耕作兼商業 6名

水田耕作兼畑作
農業 4

畑作農業兼商業 2

恩給受領者兼商
人

計 13名
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<兼職者>

水田耕作兼商業 3名

水田耕作兼畑作
農業 2

畑作農業兼商業 1

蛮量監 斐畑作 1

計 7名

蓑3 タイ国の郡長の学歴

･級官 I 2級官

計

(3) 学歴

郡長の学歴は,表 3に示 される｡

圧倒的多数が大学卒である｡ 出身大学 は,

クマサー ト大学が圧倒的に多い (1級官で,

191名, 2級官で122名である｡ ちなみにチュ

ラーロンコーン大学卒 は, 1級官で19名, 2

級官で 36名で しかない)｡修士号取得者は,

1級宮に8名, 2級官に4名を数える｡博士

号取得者 はいない｡ しか し,反面,少数では

あって も, 中等教育 (マタヨム), 初等教育

(プラ トム)だけで 郡長になった ものが いる

のは印象的である｡

(4) 職歴

大別すると,打) 副郡長-郡長のケース,

(T3) 書記-副郡長-郡長のケース,再 その

他の職業-副郡長-郡長のケース の三つの

範噂にわけることがで きる｡ いちばん多いの

は,(｡),すなわち下級の書記 として役所につ

とめたあと副郡長になり,やがて郡長になっ

た というケースである｡ この桓)のケースは1

級官で138名, 2級官で159名を数える｡ 2番

目に多いのが打)で, 1級官で92名, 2級官で

63名を数える｡再のケースでは,学校の教師

を経て副郡長になった例が多い｡
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以上,四つの項目にわけて郡長の社会的基

盤にみ られる傾向を確認 してみたわけだが,

おおよその傾向として,地方のある程度裕福

な家庭の出身者で,バ ンコクの一流大学, と

くにクマサー ト大学を卒業 したあと,政府の

官吏になり,最初は下級官吏か ら始まるがや

がて副郡長になり,そして郡長に昇進する,

というパターンが浮かび上がって くる｡ 郡長

にいったんなったあとは,郡長で終るものも

あれば,内務省本省に戻るものもある｡.県副

知事になるもの,あるいは県知事になるもの

もあり,そのコースは多彩ではあっても,地

方行政になん らかの形でたずさわるという大

枠か らはみ出しはしないのである｡ いずれに

しても,人生のひとつのパターンとして,｢地

方行政官 (nak-pokkhr〇〇ngthoongthii)｣と

いう,ある程度の開かれた業績原理に基づい

た社会的流動性に特徴づけられた経歴がタイ

国で成立 しているということが実証できそう

である｡ そういう文脈において,ある種の厳

格な職業倫理 (《ラーチャカーン》のエ トス)

をもった職種 としての郡長という側面が浮か

び上がってもくるのである｡

Ⅴ カムナンとの関係

部および郡長が制度化され た1890年 代 当

時,早 くも郡および郡長が ｢政 府 の代 表者

(saakhaa,Phuutheenkhoongrat)Jであり,

そして,なによりも,政府 と被治者大衆との

｢接点 (cut-krathop)｣であると機能づけされ

た事実 [3:208-209]をここで思い起 こす必要

があるだろう｡ とくに,ある種の ｢接点｣と

しての郡長の機能について, ここで少 し検討

を加えてお くことにしよう｡ それは,とりも

なおさず,郡長とカムナンとの関係である｡

この両者の不可分の ｢接点｣関係が歴史的に

は同時的に確立されたという事実については●●●

すでに触れた｡

カムナン12) は, いうまでもな く行政村の

長であり,その地位と機能は ｢仏暦2457年地

方行政法｣の第 4章第29条以下第61条にかけ

て規定されてある｡郡長が主宰する,当該行

政村のプ-ヤイバーンの会議で, 1名を互選

してカムナンとするということが第30条に規

定されている｡ プ-ヤイバーンが村民の選挙

により選ばれる以上,カムナンも間接的な民

選による地位であるということになる｡

同 ｢地方行政法｣の第83条以下に,郡長と

カムナンとの ｢接点｣関係が明文化されてい

る｡ 第84条は,カムナンが,郡当局の協力者

であることを明示的に規定 している｡ 続いて

第85条には,郡当局は諮問あるいは事実確認

ないしは命令のために,必要に応 じて,カム

ナン,プ-ヤイバーンらの会議を開 くべきこ

とが規定されている (写真 3)｡ こうして,

《ラーチャカーン≫を末端で担 う郡長と,氏

意に基づいて選ばれるカムナンとは, このよ

うに郡長が法的根拠によって保証された優位

性をもつかたちで ｢接点｣関係をもつのであ

る｡

カムナンは,法的には,県知事や郡長がそ

写真3カムナンを集めて,月に1回のカムナ
ン会議を主宰する郡長 (ソンクラー県
アンバー･ムアン郡にて)

12) ｢カムナン｣の語源は,古くアユタヤ一時代に
まで遡ることができる｡ はじめは,"kamna･n

talaat" という表現で用いられた｡そして当初
は必ずしも,行政官的ニュアンスはなかった｡
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うであるのと同じ意味では政府官吏 (khaa-

raatchakaan)ではないと解釈されている｡カ

ムナンは郡役所か ら,勤務年限に応 じていく

ぱ くかの謝礼を受領するが, この謝礼は ｢代

弁謝礼 (ng∂n-khaatooptheen)｣と呼ばれ,

官吏の俸給 とは違 った性質のものとみなされ

る｡ カムナンの地位 の本質は, 要するに,

｢連絡のための準公的役割｣あるいは ｢村民

の公的な指導者｣と捉えられ るの で あ って

[2:3], それ以上のものではありえない｡ 郡

長とカムナンとのあいだには,その点で画然

とした違いが存在するのである｡

カムナンについては,国家発展行政研究所

がアモーン･ラクサーサ ット教授を主査 とし

て, 2,678名のカムナン (タイ国の全カムナ

ンの54%に相当する)を対象に行なった重要

な調査成果が公刊されている [∠♂J.rg/.]｡ こ

れによって,カムナンのさまざまの局面につ

いて実証的なデータを得ることができる｡

まず,カムナンの学歴をみると,表 4の通

りであり,中等教育を越えて高等教育を受け

た例が乏 しい点に基本的な特徴がある｡ 過半

(58.58%)が初等教育だけしか受けていない

ことがわかる｡学校教育をまった く受けてい

ないものが20% 強もいる事実 も印象的 であ

る｡

カムナンの職業は,主 として水田耕作に従

事する農業者 (地主を含む)が圧倒的に多い

表 4 カムナンの学歴 (サンプル :2,678人)

学 歴 水 準

プラトム1-4

マタヨム1-3

マタヨム4-6

マタヨム6年以上

宗教的知識あり

イスラムの知識あり

読み書き可能

読み書き不可能

その他
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58.58

18.70

4.77

0.70

6.72

0.70

13.33

0.59

3.20

(水田保有者は86%強を数える)｡そして,カ

ムナンの60%が畑地 (thii-dinsuan)をも保有

している｡

このようなカムナンの,職務観念について

興味深いデータが出ている｡

まず,カムナンの任務の本質はなにか, と

いう質問にたいして, ｢カムナンは政府の仕

事の代弁者である｣ と答えたもの 15.66%,

｢カムナンは民衆の代弁者である｣と答えた

ものが同 じく15.66%, そして ｢カムナンは

政府 と民衆とのあいだの仲介者である｣と答

えたものが63.68%であった｡あわせて,｢カ

ムナンは具体的にどういう任務内容をもつの

か｣という質問にたいしては, ｢治安維持｣

という回答が43.43%,｢税務,登録など政府

の仕事を民衆に理解 させること｣という回答

が32.83%,｢村の発展あるいは職業機会の促

進｣という回答が37.37%,｢宗教,教育,福祉

の促進｣が11.12%,---(ひとりのカムナン

が複数の回答をな しているので, 総計は100

%を越える) と回答内容はわかれている｡ し

かし,治安維持, もっとくだいていうと ｢盗

っ人 と悪人のた ぐいの一掃｣ という回答が最

高の比率を示 したのは注目に値する｡

次に, ｢カムナンの制服をかえるべきかど

うか｣という質問にたいして,｢かえるべき｣

が22.22%,｢かえるべきでない｣が25.76%,

｢かえる必要がない｣が51.01% と回答はわか

れている(写真 4)｡ この質問,そしてそれに

たいする回答は,なにげないようだが意外に

重要な意味をもっている｡ つまり,カムナン

が政府官吏であると思っているものは,制服

をそれなりにかえるべきだと答 えた の で あ

り,カムナンが政府官吏でないと思 っている

ものは, ｢かえるべきでない｣あるいは ｢か

える必要はない｣と答えたのであって,その

点でのカムナンの自意識が示されているので

ある [Zh.d.:76]｡

｢自分の子供をカムナンにしたいか｣とい
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写真4 制服を身につけたカムナンたち (ソン

クラー県アンバー･ムアン郡にて)

う質問にたいする回答は, ll.62%が ｢させ

たい｣と答え, ｢させた くない｣が7.58%,

｢本人次第｣が79.30%となっている [Zh'd.:

80]｡

ところで, カムナンの任務 が ｢っかれる

か｣あるいは ｢むつか しいか｣という質問も

なされている｡ ｢つかれる(naai)｣と答えた

ものは約69%で,その理由としては, ｢郡役

所 との連絡が不便｣47.98%,｢村の中での仕

事が多い｣16.67%, ｢年を取 り過ぎている,

あるいは健康状態がよくない｣27.27% など

があげ られている｡ ｢むつか しい (ya且k)｣と

答えたものは約 75%, その理由 としては,

｢法律にいろいろと通 じない とい けな いか

ら｣42.42%, ｢職務上 の責任 が多過ぎるか

ら｣36.36%,｢自分白身が規則をよくわきま

えていないか ら｣12.63%,｢役人の話すコ ト

バがわかりにくいか ら｣ll.11%,｢役人がや

た らと仕事をまわ してき過ぎるか ら｣6.06%

などがあげ られている [Zb2'd･:86187]O

最後に, このカムナンに関する調査報告は

重要な調査項目を調べることで終 って い る

[Zb2'd.:98-102]｡それは,郡長らの行政官の

側 とカムナンの側 との職務上のコミュニケー

ションの円滑さ,ないし相互の理解度につい

ての調査である｡

郡役所が公文書でなにかを連絡 してきたと

き,カムナン側 としては理解 しやすいかどう

かという点について, カムナンの 回答 は,

｢理解できる｣31.75%,｢なんとか理解でき

る｣50.24%,｢よく理解できない,まった く

わか らない｣16.11%となっていて興味深い｡

逆に,カムナンの側がなにかを文書で郡役所

に連絡するとき,郡役所の官吏に意味がよく

通ずるかどうかという点について,郡の行政

官の回答は, ｢よく理解できる｣19.91%,

｢なんとか理解できる｣59.72%,｢よく理解

できない,まった くわか らない｣18.09% と

なっていて, これまた興味深い｡

カムナンにたいして,行政官とのコミュニ

ケーションの難易度について重ねて問うた質

問項目があり,文書のばあい話 しコトバのば

あいとのそれぞれについて,わかりやすさを●●●●●●

きいている｡カムナンの回答は,まず文書の

ばあい, ｢わかりやすい｣68.69%,｢わかる

ものもあれば,わか らないものもある｣30.30

% となって おり, 話 しコ トバ のばあいは,

｢わかりやすい｣66.67%,｢わかるばあいも

あれば,わか らないばあいもある｣33.39%,

｢わかりにくい｣1.01%となっている｡

このような,郡役所 とカムナンとのコミュ

ニケーションの意外な困難さの理由として,

郡の行政官は,以下のような理由をあげてい

る｡

交通の不便さ 50.71(%)

有効な通信連絡手段の欠如 16.12

カムナンの不熱心さ 13.27

カムナンの知識不足 4.74

カムナンのむ らき 4.26

カムナンにたいする村民の協力不足

2.37

げっきょく,カムナンに関するこのような

調査結果をも踏まえて,郡長とカムナンとの

関係の現状を確認 して みると, 郡長が法律

的に保証された優越性をもつだけでな く,学

磨,知識など,社会的基盤面での特質あるい

は人間的資質においてもカムナンに優越 して
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いるということがわかる｡それと同時に,ま

さにそうであるが故に,カムナンと郡長との

意思疎通の関係はある面円滑さを欠き,この

貴重な ｢接点｣関係において,望ましい投入

･産出機能が働きえない事情が発生 している

ことも事実 のようであるo 要するに, 郡長

は,カムナンあるいはプ-ヤイバーンにたい

しては一方的な権威で君臨 し,まさにここで

いう 《ラーチャカ-ン》の論理を一方的に農

民におしつける役目を果た しているという結

論になりそうである｡

Ⅵ 終 り に

郡長に関する以上の分析の結果か ら,以下

のような結論が導き出せるように思 う｡

第 1に,タイ国は,万全の法治主義の伝統

をもった行政国家である｡ 現行 の行政機構

は, ｢チャクリ改革｣以降の長い歴史過程の

なかで,固有の伝統と実質を培いなが ら,今

日に至っているのである｡ そして,その本質

は,ほかならぬ 《ラーチャカーン》の論理の

構造化なのである｡

そこで,第 2に,タイ国の地方行政を上下

に貫 くのは, 《ラーチャカーン》の論理であ

る｡ この論理は,支配権カ レベルにおける政

治の質がどうであれ,また国家の政治路線が

どう変化 しようと,かわらずに日常的に機能

し続けるものである｡その本質は,体制維持

のメカニズムそのものであり,内務行政を軸

とする上意下達の行政機構に具現化されるも

のである｡

この 《ラーチャカーン》の論理の特質は,
インプツ ト

政治体系論的にいうならば,政治的な投入と
7ウトプツト

政治的産出とのあいだの望ましいバ ランスを

つくり出し, 保つもので あるよりは, む し

ろ,政治的産出の一方的な伝達を旨とすると

ころにみ られる｡ このような産出機能の圧倒

的優位 ということか らして, タイ国の行政
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は,とくに地方行政において政治性を帯び,

政治的支配と行政とは不可分な関係にたつの

である｡

第 3に,郡長は,文字通り国家権力と被治

者大衆との ｢接点｣として,この 《ラーチャ

カーン》機能のもっとも重要 な担 い手 と し

て,決定的な役割を果た している｡ 郡長の機

能は,タイ国の行政法体系においても,また

その歴史的な背景からしても,揺るぎなき規

範性をもった存在 として,タイ国の政治体系

を基盤から支えているのである｡

郡長は,それなりに国家権力によって訓練

され, しつけられる仕組みが確立 している｡●●●

郡長職は,世襲的でも固定的でもなく,ある

種の自由な社会的流動性を特徴としており,

そのこと自体が郡長制度の正当性を強めても

いる｡

郡長は,自分の管掌する郡役所で,カムナ

ンおよびその他の被治者大衆と ｢接点｣をも

ち,そこで,郡長 ･カムナン･ ｢プラチャー

チョン｣という3要素よりなる ｢三位一体の

政治原理｣が成立するのである｡ この三位一

体の原理ないし構図が安定するかぎり,タイ

の政治構造は土台の部分において基本的な安

定を得ることになる｡ この三位一体の構図に

働 く相互関係は,今後もっと注目される必要

があるだろう｡

最後に,第 4に, 《ラーチャカーン》の論

理が,郡長 ･カムナン･｢プラチャーチ ョン｣

のその ｢三位一体の政治原理｣にもかかわ ら

ず,一方的な権力意思の伝達を特徴とするも

のであるかぎり,中央の政策決定過程-の国

民からの政治的要求の投入は,ごく不完全に●●

しかなされないということになる｡議会制民

主主義ないし,政党制の時折の復活があるば

あい,ある程度の事態の改善が期待できるか

もしれないが,それにしても, 《ラーチャカ

ーン》の論理の一方的性格が抜本的に匡正さ

れるわけではない｡
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にもかかわ らず,注 目すべ き事実 として,

権力者たちは,民衆の意向に従い,民衆の声

に耳を傾けた上で政策決定を行お うという姿

勢を常に示す｡ 郡長にしても,本来 は,そう

いう民衆の声を見聴 きする耳であり,眼であ

る筈である｡ そ して, 郡長にして も, 精一

柿,そういう ｢接点｣機能を果たそうと努力

していることは事実である｡ しか し,反面の

《ラーチャカ-ン》機能の 一方的性格 と, こ

ういう権力者たちの恩情主義姿勢 とはどうい

う論理関係にたつのであろうか｡

結論的にいって,タイ国の政治決定過程を

特徴づけるのは,本来の投入 機 能 に か わ る

｢疑似投入 (pseudo-input)｣, すなわち,梶

力者たちが直観的にその内容を読み取 り,先

取 りする ｢民の声｣が,あたか も本来の投入

であるかのように権力者たちの特殊タイ的恩

情主義を媒介 として,一応,政策決定過程に

投入 されるのである｡ しか し, これは,むろ

ん,あ らゆる意味において本来の政治的投入

機能ではありえない｡いずれにして も, この

｢疑似インプ ット｣による政策決定過程 こそ

が,タイの政治体系の基本的な特徴である｡

それの構造化を基底部分において決定的に し

ているのが, ほかな らぬ郡長の行政 -政治機

能なのである｡

引 用 文 献

1. Amoon Raksaasat.1965･Anaakot khoong

kaan-borihaanraatchakaansuanphuumiphaak.
In Kaan-borihaan raatchahaan nai ∫uan

phuum勿haah,editedbyA-oonRaksaasat.

2. - 一一 eta7.1967.Kamnan,bukhhaZik-

2haapIEthat∫anahAati.

3. CakrakritNaranitiphadungkaan.1963.Somdet

Phracaoboromwo71gthaakromDamro72gRaacha-

nuphaaP hop hra∫uang mahaaithal'.

hhroong ∫aanghee72g amnaatZekaanm左a7tg

naichumchonthai.

5. Camnong Theephahasadin na Ayutthavaa･

1976.3242'ihEEngChz'iwt'tnab-po舶hrnng.

6. Kromkaan-pokkhr〇〇ng,KrasuangMahaathai･

K haaw∫aan roongn'an naaz1-amPha,piithii

lO,Chabapthii10.

7. - --- .Khaaw∫aan roongn'a7Z naal'-

amph3,piithii14,chabapthii175.

8. Nak-SGksaa naai-amphaarun 6.Waara∫aan

roongriannaai-amph33,run6,chabapthii3.

9. Niitiweet.1971.GuamPrahaathhoongKhna-

pathz●waz,chabap1thGngchabapsutthaai･

10･ NiphonSasithoon･1973･KhaaraatchakaanlE

prachaachon.Bathhwaam thaa72g Wichaa-

haan,leem 14.

ll. Phaibuun Chaangrlan.1971･Lahsana∫ang-

hhom ZEkaan-po朗hrDnghhoongthai･

12. phrayaa Mahaa-ammaatyaathibodii (Seeng

Wirayasiri).Kaa72-20朗hrn71gfaaiponZar蒜an

r義左mahaatthai(1962年の nansaGcEEk)1

13. Prayuun RGangkooson･ 1969･ Roongrlan

naai-amphaa. Waara∫aan nab-∫滋hsaaroong-

riannaai'-amPh3r- 6,Chabapthiill

14. PrinyaaNaakcatrii.Noo.PoolSoo･Khaaw一

･aa7-00ngrl●annaal'-amPh3,Piithii10,Chabap
thii10.

15. Raatchal)andityasathaan･1950･Photcanaanuh-

rom,chabapraatchabanditvasathaan･

16. Somdet丈rom-phrayaa Damrong Raachanu-

phaap.1921.Kham-nenam khwaampraphr正t

samrapkhaa-raatchakaanhuamGangsGngmii

tamnEng nai kaan-pokkhr〇〇ng･ In Kaa72-

borz'haanraatchakaannag-∫uaJlPhuumzj)hack,
editedbyAmoonRaksaasat.

221


